
南陽協働センター 

日時 令和５年２月１７日（金） １０：００ ～ １２：００   １３：００ ～ １５：００ 

会場 南陽協働センター ホール 

対象 マイナンバーカードの発行を希望する人

費用 無料 

持ち物 交付申請書 又は 通知カード 

その他 ・マイナポイント取得のためには、令和５年 2月末までに申請が必要です。 
・写真撮影のためご本人様が来ていただく必要があります。 

持ち物

後日、住所地の 

区役所で 

申請者本人が

カードの受取 

カード 

職員が

申請完了まで

サポート

その場で 

無料で
写真撮影 

実施イメージ

いずれか１つ

交付申請書

（R2.12以降に郵送）

通知カード下部

（H27.10頃に郵送）

又は

令和５年２月末までにマイナンバーカードを申請された方は

最大20,000円相当のポイントを取得することが可能です。
家族4人で 

最大８万円

南陽協働センターにおける 

マイナンバー出張申請サポート開催について 

南陽協働センターにおいて、マイナンバーの交付申請を以下のとおり受付いたします。 

通常は、区役所で実施している手続きです。ぜひ、この機会をご利用ください。 


